
2025年8月1日改訂

　当事業所は、利用者に対して短期入所生活介護（以下「ショートステイ」という）サービスを提供します。事
業者の概要や提供させて頂くサービスの内容を次の通り説明します。わからない事やわかりにくい事があれ
ば、遠慮なく質問して下さい。

指定短期入所生活介護利用重要事項説明書
（特別養護老人ホーム　能登川園ショートステイ）

１．施設経営法人

法人名 社会福祉法人　真寿会

この「重要事項説明書」は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚
生労働省令第３７号第１２５条の規定に基づき、事業者が予め説明しなければならない内容を記したもので
す。

法人所在地 滋賀県東近江市新宮町５４７

電話番号 ０７４８－４３－６３５５

代表者氏名 理事長　谷　智之

設立年月日 平成２年８月２７日

２．短期入所生活介護の概要

事業所の種類 介護保険法に基づく「指定短期入所生活介護」

指　定　番　号 滋賀県　第２５７０５００４０１号

目　　　　　的

短期入所生活介護事業は、介護保険法の規定に基づき、要介護状態となった場合に
おいても、可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよ
う、入浴、排泄、食事など介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う事に
より、利用者の心身の機能維持並びに利用者の家族の身体的精神的負担の軽減を
図る事を目的とする。

０７４８－４２－７０２５

０７４８－４２－７０２６

管　理　者 川部　一浩

運　営　方　針

日本国憲法第２５条、老人福祉法及び介護保険法の基本理念に基づき、利用者の人
権を尊重し、関係市町村、地域の保健・福祉・医療サービス提供者と綿密な連携を図
り、総合的なサービスの提供を行います。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め
るとともに常に利用者の家族との連携を図ります。

当事業所は、原則として利用者に対し、身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐
れがあるなど緊急やむを得ない場合は、施設長が判断し、身体拘束その他利用者の
行動を制限する行為を行う場合があります。その場合は、家族に説明し、同意を得た
上で行い、その様態及び時間、理由等を記録します。

開　設　年　月　日 平成３年４月１日

１日の利用定員 １３名（入院・外泊者の空きベッドが利用可能の場合は定員以上利用可能。）

名　　　　　称 特別養護老人ホーム　能登川園

所　　　在　　地 滋賀県東近江市新宮町５４７

電　話　番　号

Ｆ　　Ａ　　Ｘ

通常の送迎実施地域

サービス提供時間
年中無休　２４時間

但し、利用者の入所及び退所の受付は、原則、９時００分から２０時００分迄とします。

東近江市（旧能登川町、旧五個荘町（国道８号線より西側））
　近江八幡市（安土中学校区）　彦根市（稲枝中学校区）
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１人部屋 1室

２人部屋 ５室

４人部屋 １３室

食　堂 １室

浴　室 １室

医務室 １室

静養室 １室

＊上記の職員配置状況には、指定介護老人福祉施設（入居者・定員５０名）の職員を含んでいます。

　当事業所では利用者に対し、介護サービスを提供する職員として以下の職種の職員を配置しています。

管　　理　　者

日勤

看　　　護　　　師
機能訓練指導員

歯科衛生士

８：３０～１７：３０

職　　　　　種 配置基準

管　　理　　者 １名

実数

１名

１名以上

３．主な職員の配置状況

面積：３６.００㎡　１人当たり９.００㎡

一般浴槽・チェア浴槽・ストレッチャー（特殊）浴槽
居室・設備の概要

当事業所では以下の居室及び設備をご用意しています。

ショートステイ用特室

面積：１７.５２㎡～１８.４８㎡　１人当たり８.７６㎡～９.２４㎡

機能回復
訓練室

１室

生　　活　　相　　談　　員 １名

介　　　護　　　職　　　員 １９名 １９名以上

看　　護　　師 ２名

機　能　訓　練　指　導　員 １名

２名以上

１名

＊職員配置は、利用者３名に対して介護職員１名（看護師を含む）の配置が社会福祉施設最低基準で定め
られています。当事業所は指定介護老人福祉施設５０名、指定短期生活介護施設　１３名の合計６３名です
ので、介護職員と看護職員を合わせて、最低２１名を配置する事になっています。当事業所は、利用者に、
より家庭的で落ち着いた生活をして頂く為、ユニットケアに取り組んでいますので、規定より多い職員配置に
なる様、努めています。

１名

１名

４．主な職員の勤務体制

　当事業所では、以下の勤務体制で利用者にサービスを提供しています。尚、業務の都合や行事等により、
変更になる場合があります。

管　　理　　栄　　養　　士 １名

歯　　科　　衛　　生　　士 １名

職　種 勤　務　名 勤　務　時　間

介　　護　　職　　員

勤務体制はユニット
により異なります。 １２：００～２１：００

１７：００～９：３０

遅出

生　活　相　談　員

８：００～１７：００

８：３０～１７：３０

１０：００～１９：００

夜勤

管理栄養士

６：３０～１５：３０

７：３０～１６：３０

２１：００～６：００

０：００～９：００
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５．当事業所が提供するサービスの概要

そ　の　他
居宅介護サービス計画に基づいて、短期入所サービス計画を立案し、可能な限り適
切な介護を行います。ICTを活用し、睡眠の質の向上を支援します。

利用時に、ご希望に応じて自宅と当事業所間の送迎をさせて頂きます。送迎時間は、
９時００分～１６時００分の間でご相談に応じます。尚、退所時の送りは原則、１６時００
分当事業所発が最終になります（※１）。送迎実施地域以外の送迎については別途料
金をいただきます。※利用料金表（別紙）参照

送　　　　迎

　⑶　請求書・領収書について
　　　請求書・領収書は電子アプリにて発行しておりますので端末（Androidスマートフォン・タブレット
　　/iPhone/iPad）のご準備をお願いいたします。端末のご準備が困難など諸事情がある場合は、
　　別途相談に応じます。
　　請求書はご利用月翌月の２０日までに配信し、領収書は入金確認後に随時配信させていただきます。

※１　やむを得ない事由で９時迄に入所をご希望の場合及び１７時００分以降に退所をご希望される場合
は、ご家族で送迎をお願いします。詳細はお問い合わせ下さい。

　⑴　利用者負担金は、
　　①介護保険の給付対象となるサービス　※介護度や介護負担限度額認定段階により異なります
　　②介護保険の給付対象外のサービス　に分かれます。※利用料金表（別紙）参照
　　②の実費負担金について料金が増減した場合には、変更日以降は増減後の料金を
　　ご負担いただきます。変更する場合は前もってお知らせいたします。

　⑵　支払方法
　　　前記①、②を１ヶ月ごとに計算し、翌月の２０日までにご請求しますので、指定の期日までに
　　お支払いください。お支払い方法は、口座振替でお願いしております。手数料は本人の負担となり、
　　ご指定いただいた金融機関で異なります。なお、振替ができない場合も引落手数料をご負担
　　いただきますので、振替日前日までに残高の確認をお願い致します。
　　（金融機関休業日の場合、翌営業日に振替となります）
　　　また、手続きの関係上、初月は現金振込となる場合がございます。（提携外金融機関は２ヶ月分）
　　その際に発生する振込手数料は、本人の負担となりますのでご了承ください。
　　　支払期日から１ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いがない場合には、
　　契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。

利用者の生活上の相談に応じます。

６．利用者負担金

排　　　　泄 短期入所サービス計画に基づいて、入居者の身体能力を配慮した援助を行います。

健 康 管 理
看護師が健康管理（服薬管理、バイタルチェック等）を援助します。必要な薬類、処置
用具等は必ずご持参下さい。

生 活 相 談

食　　　　事

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況を配慮した食事
を提供します。

食事時間

朝食：７時３０分～　昼食：１２時００分～　夕食：１７時３０分～

入　　　　浴
介護保険法に基づき入浴又は清拭を最低週２回実施します。ご希望や体調に応じ
て、昼間又は夜間に入って頂きます。身体状況に合わせて、一般浴、チェア浴、特浴
で入浴して頂きます。
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当事業所の居室は利用者の一時的な”家”です。できる限り自宅に近い雰囲気作りを
目指しています。必要な物は持ち込んで頂けます。

夕食 当日１６：００まで

９．持ち物　※別紙参照

　利用者からのご希望により利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日迄の日数を基にサービ
ス利用料金を計算します。

＊以下の場合は事業者からサービスを中止する場合があります。

利用中のかかりつけ医への定期受診、発熱等体調不良による受診等はご家族で対
応して下さい。当事業所へ往診して頂いても結構ですが、その手続き等の対応はご家
族でして下さい。

自由にして頂けます。食事の準備がありますので、１日前までにご連絡をお願いしま
す。送迎は原則、ご家族でお願いします。

飲食物の持参及び
差入れ

お好きなおやつ等飲食物をお持ち頂いた場合や面会時にお持ちになった場合は、そ
の旨を職員に一声かけて頂くか、お預け下さい。生物は冷蔵庫に保管しますので職員
に申し出て下さい。尚、賞味期限が過ぎた物は処分させて頂きますので、ご了承下さ
い。

食事が不要な場合は、所定の時間までにご連絡をお願いいたします。間に合わない
場合は、キャンセル料（食事代相当分）をいただきます。

インフルエンザ
予防接種

８．利用の途中中止について

　・バイタル（健康）チェックの結果、体調が悪かった場合。（受診等対応はご家族でお願いします。）

任意接種になっています。利用前に医療機関で受けて下さい。当事業所で受けて頂く
事はできませんのでご了承下さい。

利用中の定期受診等

７．サービス利用にあったっての留意事項

面　　　　会
事務所前で面会記録をご記入して下さい。居室、ユニットのリビング、面会コーナーで
ごゆっくりどうぞ。（感染症による面会制限もあります）

食事

朝食

昼食

生活に必要な物の
持ち込み

　･他の利用者の生命又は健康に重大な影響を与える行為があった場合。

おやつ

キャンセル可能時間

前日１７：００まで

当日１０：３０まで

当日１３：００まで

外　　　　出

食　　　　事
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氏　　　　名

管理者　川部　一浩

１０．緊急時の対応

苦情受付担当者 松村　成悟

１２．サービス内容についての意見・要望・苦情の受付について

　利用者の状態に変化等があった場合は、身元引受人又は緊急連絡先へ連絡します。早朝や深夜になる
場合もあります。状況によっては、病院受診をお願いする場合や、緊急の場合には先行して病院受診をす
る場合もあります。尚、病院受診につきましては原則、ご家族での対応となりますのでご了解ください。

１１．事故発生時の対応

０７７－５６７－４１０７

　当事業所では、第三者委員制度を設けております。第三者委員とは、職員以外の第三者で、入居者の立
場や状況に配慮した適切な対応をする為に置かれます。事業者への苦情を申し出をしにくい際の苦情受付
や、申出人と苦情解決責任者との話し合いへの立会い、助言や解決案の調整を行います。

＊苦情受付と第三者委員について、施設の掲示板をご覧下さい。

＊第三者評価機関での評価の実施はありません。

所　在　地

当事業者は、全職員が苦情等を受け付ける体制を取っています。どの職員にでもお気軽にご相談下さい。
連絡ノート・手紙・電話等でも受け付けています。また、事務所横に苦情受付箱を設置しています。

（１）当事業所には苦情受付窓口を設置しています。お気軽にご相談下さい。

苦情処理担当職名

苦情解決責任者

　サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を取ると共に、速やかに身元引受人又は緊急連絡
先へ連絡をします。事故の内容によっては管理者の判断により保険者（市町村）へ連絡します。

（２）当事業所以外の苦情受付機関

　当事業所以外に下記の機関に相談・苦情を伝える事ができます。

機　関　名

（３）第三者委員について

電　話　番　号

東近江市役所
福祉部長寿福祉課

東近江市八日市緑町１０－５ ０７４８-２４-５６７８

国民健康保険団体
連合会

大津市中央４丁目５－９ ０７７－５１０－６６０５

滋賀県運営適正化
委員会

草津市笠山７丁目８－１３８
（滋賀県社会福祉協議会内）

※東近江市以外の方はその市町の担当課
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続柄

　この書面に基づいて重要な事項を説明しました。本契約締結を証するため、本書の電磁的記録を作成し、
利用者・事業者が電子署名を施したうえ、各自その電磁的記録を保管します。この場合、その電磁的記録を
原本とし、同電磁的記録を印刷した文書はその写しとします。

事　業　者

《　事業者氏名　》 社会福祉法人　真寿会　

《　事業者住所　》 滋賀県東近江市新宮町５４７

《　代表者氏名　》 理事長　谷　智之

《　 事業所名　　》 短期入所生活介護　能登川園

《  事業所住所  》 滋賀県東近江市新宮町５４７

　説　明　者

本　人

《　職　　 　種　》 生活相談員

《　氏　　 　名　》

　この書面により、指定短期入所生活介護について重要事項の説明を受けました。

代　理　人

《　代　理　人　氏　名　》

《　　住　　　　　所　　　》

《　　住　　　　　　所　　》

《本　人(契約者)氏　名》
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